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介護保険の申請について
介護保険の要介護認定申請は、下記の窓口かマイナポータルでお願いします。

要介護（要支援）認定の申請書の提出先

船橋駅前総合窓口センター（フェイスビル５階11番窓口）
での介護保険の業務案内

介護保険課 047-436-2302 湊町2-10-25
二宮出張所 047-464-1811 滝台1-1-20
習志野台出張所 047-466-2811 習志野台2-45-18
芝山出張所 047-463-2561 芝山3-10-8
船橋駅前総合窓口センター
（11番介護保険窓口） 047-423-3411 本町1-3-1

（フェイスビル5階）

区　分 曜 日 な ど 受 付 時 間

開館日
月曜日〜金曜日 午前９時～午後８時
第２・第４土曜日とその翌日の日曜日※ 午前９時～午後５時

休館日
第１・第３・第５土曜日とその翌日の日曜日

休み年末年始（12月29日～翌年１月３日まで）
祝休日

高根台出張所 047-465-4331 高根台1-2-5
豊富出張所 047-457-2003 豊富町4
二和出張所 047-447-4507 二和東5-26-1
西船橋出張所 047-433-4321 西船4-17-3

※連絡所では受け付けしていません。
※�郵送でも受け付けしております。
　郵送での申請の際は船橋市介護保険課宛に送付してください。

申請できる人　原則として本人。
　　　　　　　※�本人が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居

宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます（事業者の一覧表は、申請書の配布
場所でお渡しします）。

受付時間　介護保険課・出張所　月曜～金曜 午前９時～午後５時（土・日・祝・年末年始を除く）
　　　　　船橋駅前総合窓口センター　下記枠内をご覧ください。
必要書類　介護保険要介護（要支援）認定申請書（上記受付窓口に用意してあります）
　　　　　介護保険被保険者証（原本）
　　　　　医療保険情報確認書類（写し可）
　　　　　※主治医意見書の依頼先がわかるもの（診察券など）をお持ちください。
　　　　　※主治医意見書の作成依頼は、市から医療機関などに郵送で行います。

● 要介護認定（新規・更新・変更）の申請
● 負担限度額の認定申請
● 高額介護サービス費等の支給申請
● 保険料の納付確認書の交付
● 被保険者証等の回収

※祝休日と重なる場合も開館します。
※�天災・感染症対応、施設点検等の理由で、受付時間および取扱業務を縮小し、臨時休館日を設ける場合があります。その

際は市ホームページや広報等でお知らせいたしますのでご了承ください。

窓口の開館日時と休館日

● 介護保険事業所一覧の配布
● 居宅サービス計画作成依頼届出書の受付
● 保険料の納付、口座振替の手続き
● 被保険者証等の再交付の申請
● 要介護認定者の転入に係る申請

マイナポータル（ぴったりサービス）で、認定申請や再交付
申請、負担限度認定申請など、一部の手続きができます。

https://myna.go.jp/

冊子内の本文には、見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

この冊子は環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。
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当てはまるものにチェック をつけましょう。耳の聞こえのセルフチェック
● ● ●

０個………現在の聞こえに問題はなさそうです。少しでも聞こえに
不調がある場合には、聴力検診を受けてみましょう。

１～２個…実生活でお困りのことがあれば耳鼻咽喉科を受診しましょう。
３～４個…耳鼻咽喉科で相談してみましょう。
５個以上…早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

※※参考：一般社団法人日本
補聴器販売店協会ＨＰより

♪♪

近づいてくる自動車やバイ
クの音に気づかなくなる

危険
電車の車内放送やドアのチャ
イム音に気づかなくなる

不便

🎶🎶🎶🎶

人と話すのがおっくうにな
り、社会との関わりが減る

悪影響

聞こえるようになると…

家族や友人との
会話もスムーズに

習い事やサークルで
生き生きとした活動を

外出の時も
しっかり聞こえて安心

聞こえにくいと感じたら、早めに耳鼻咽喉科の受診を!
市では補聴器購入費用助成事業を行っています（詳細は55ページ）

※�この広告枠は、冊子のスペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らしに活かそうとする取り組みです。民間事業者より広告料をいただき掲載し
ております。なお、広告主および広告内容を船橋市が推奨するものではありません。広告内容に関する質問は、広告主に直接お問い合わせください。


